
　西条市農業委員会委員選挙の投票日は７月10日㈰です。
皆さんの大切な一票で、農家の代表を選びましょう。

■選挙の日程
　６月15日㈬　立候補予定者説明会
　　　　　　　会場：市庁舎別館５階
　７月３日㈰　告示
　７月４日㈪　期日前投票開始
　７月10日㈰　投票・開票

○この選挙は、平成23年３月31日確定の西条市農業委員
　会委員選挙人名簿に登録されている方にのみ、選挙権
　があります。
○投票所は「投票所入場券」でご確認ください。

西条市農業委員会委員選挙

問合せ　市庁舎別館　選挙管理委員会事務局
　　　　℡0897－52－1263

　

平
成
24
年
度
の
固
定
資
産
税
か

ら
、
冷
蔵
倉
庫
用
の
非
木
造
家
屋

の
評
価
額
に
つ
い
て
、
新
築
後
の

経
過
年
数
に
よ
っ
て
生
じ
る
経
年

減
点
補
正
率
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
冷
蔵
倉
庫
用
の
非
木

造
家
屋
は
一
般
の
倉
庫
の
経
過
年

数
で
評
価
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

平
成
24
年
度
か
ら
、
一
般
の
倉
庫

に
比
べ
て
評
価
額
が
早
く
減
少
す

る
経
年
減
点
補
正
率
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

■
対
象
と
な
る
家
屋
の
要
件

○
構
造
が
非
木
造
で
あ
る
こ
と

○
倉
庫
自
体
が
冷
蔵
機
能
を
有
し

　

て
い
る
こ
と

○
保
管
温
度
が
10
℃
以
下
に
保
た

　

れ
て
い
る
こ
と

○
冷
蔵
倉
庫
部
分
の
床
面
積
が
建

　

物
の
床
面
積
の
50
％
以
上
で
あ

　

る
こ
と

※
通
常
の
倉
庫
内
に
プ
レ
ハ
ブ
方

　

式
冷
蔵
庫
や
業
務
用
冷
蔵
庫
等

　

を
設
置
し
て
い
る
も
の
は
除
き

　

ま
す
。

■
対
象
と
な
る
家
屋
の
実
地
調
査

　

冷
蔵
倉
庫
用
家
屋
の
認
定
に
つ

い
て
は
、
平
成
23
年
度
中
に
実
地

調
査
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
家
屋
を

所
有
さ
れ
て
い
る
方
は
担
当
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
資
産
税
課

　

資
産
税
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
７
６

○
各
総
合
支
所

　

税
務
課
税
務
係
（
東
予
）

　

総
務
課
税
務
係
（
丹
原
・
小
松
）

２０
日
㈪　

軽
自
動
車
税
全
期
分
の

　

督
促
状
の
発
送

３０
日
㈭　

市
県
民
税
第
１
期
分
の

　

納
期
限

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０
円

　

の
督
促
料
を
い
た
だ
き
ま
す
。

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、

　

納
期
限
日
の
残
高
に
ご
注
意
く

　

だ
さ
い
。

　　

現
在
の
地
上
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ

放
送
は
、
７
月
24
日
㈰
ま
で
に
地

上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
（
地
デ
ジ
）

放
送
に
移
行
し
ま
す
。
地
デ
ジ
対

応
の
準
備
を
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。

■
地
デ
ジ
放
送
視
聴
の
相
談　

　

デ
ジ
サ
ポ
愛
媛

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
０
３

－

０
１
０
１

■
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
の
問
合
せ　

　

総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支

援
実
施
セ
ン
タ
ー

○
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全
額
免
除

　

世
帯

ＴＥＬ
０
５
７
０

－

０
３
３
８
４
０

○
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

ＴＥＬ
０
５
７
０

－

０
２
３
７
２
４

※
受
付　

９
時
～
21
時
（
土
・
日

　

曜
・
祝
日
は
18
時
ま
で
）

　　

平
成
23
年
度
の
市
民
税
が
非
課

税
と
な
っ
て
い
る
世
帯
の
方
は
、

申
請
を
し
て
「
介
護
保
険
負
担
限

度
額
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
る

と
、
介
護
保
険
施
設
を
利
用
し
た

際
の
食
費
と
居
住
費
が
一
部
減
額

さ
れ
ま
す
。
現
在
、
入
所
中
で
該

当
す
る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

す
で
に
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

も
６
月
30
日
㈭
が
有
効
期
限
と
な

り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
利
用
さ

れ
る
方
は
、
７
月
2９
日
㈮
ま
で
に

申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
と
な
る
介
護
保
険
施
設

○
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

○
介
護
老
人
保
健
施
設

○
介
護
療
養
型
医
療
施
設

○
小
規
模
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

■
申
請
に
必
要
な
も
の

○
介
護
保
険
被
保
険
者
証

○
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証

※
認
定
証
は
持
っ
て
い
る
方
。

■
申
請
先

○
市
庁
舎
別
館
高
齢
介
護
課

　

介
護
認
定
給
付
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
２
３

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

冷
蔵
倉
庫
用
家
屋
の
評
価
基
準

が
変
わ
り
ま
す

６
月
の
市
税
ご
よ
み

地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
終
了
ま
で

あ
と
50
日

介
護
保
険
施
設
で
の
食
費
と
居

住
費
を
減
額
し
ま
す

広報さいじょう　2011　6月号7


